
◎民事訴訟法等の一部を改正する法律 
（平成一五年七月一六日法律第一○八号）   

一、提案理由（平成一五年四月一五日・衆議院法務委員会） 

○森山国務大臣 

……………（略）…………… 

 次に、民事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたし

ます。 

 現行の民事訴訟法は、民事訴訟を国民に利用しやすく、わかりやすいものとする等の

ために、平成八年に制定されたものでありますが、近年の社会経済情勢の変化等に伴う

民事紛争の複雑・多様化を踏まえ、民事裁判の一層の充実及び迅速化が求められており

ます。例えば、争点が多数であるような複雑な事件やその解決のために専門的な知見を

要する事件が増加しており、これらの事件への対応を強化する必要があるとの指摘がさ

れております。 

 そこで、この法律案は、民事裁判を国民がより利用しやすいものとする等の観点から、

司法制度改革の一環として、民事裁判の充実及び迅速化を図るため、民事訴訟手続を改

善しようとするものであります。 

 この法律案の要点を申し上げますと、第一は、計画審理の推進を図ることであります。

具体的には、裁判所及び当事者には訴訟手続の計画的な進行を図る責務があることを明

らかにするとともに、裁判所は、複雑な事件等について、当事者双方との協議の結果を

踏まえて、審理の計画を定めなければならないこととしております。 

 第二は、訴えの提起前における証拠収集手続を拡充することであります。当事者が訴

えの提起前に必要な証拠や情報を入手することができるようにするため、訴えの提起前

においても、相手方に対して照会をすることができる手続及び文書の所持者に対して文

書の送付を嘱託することができる手続を設けるなど、訴えの提起前における証拠収集手

続を拡充しております。 

 第三は、専門委員制度を設けることであります。医事関係事件や建築関係事件等の審

理において医療、建築等についての専門的な知見が問題となる場合において、専門家に

専門委員として訴訟手続への関与を求め、必要な説明を聞くことができることとしてお

ります。 

 第四は、特許権及び実用新案権等に関する訴えについて、その管轄を専門的な処理体

制が整備されている裁判所に専属化することであります。これらの訴えについて、第一

審の管轄を東京地方裁判所または大阪地方裁判所に、控訴審の管轄を東京高等裁判所に

専属化することなどにより、裁判所の専門的処理体制の一層の強化を図ることとしてお

ります。 

 第五は、少額訴訟に関する特則を適用することができる事件の範囲を拡大することで

あります。少額訴訟に関する特則を適用することができる事件の範囲を定める訴額の上



限額を三十万円から六十万円に引き上げることとしております。 

 なお、この法律の制定に伴い、最高裁判所規則の改正等所要の手続が必要となります

ので、その期間を考慮いたしまして、この法律は、公布の日から起算して一年を超えな

い範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 

 以上が、この法律案の趣旨であります。 

……………（略）…………… 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。 

二、衆議院法務委員長報告（平成一五年五月一三日） 

○山本有二君 ただいま議題となりました各法律案につきまして、法務委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、民事訴訟法等の一部を改正する法律案は、民事訴訟における計画審理の推進、

提訴前の証拠収集等の手続の拡充、専門委員制度の創設等の措置を講じようとするもの

であります。 

……………（略）…………… 

 各案は、去る四月十五日本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、同日委員会にお

いて森山法務大臣から提案理由の説明を聴取し、十八日裁判の迅速化に関する法律案に

ついて質疑を行い、五月七日及び九日各案について参考人を含めた慎重な質疑を行い、

質疑終局後、裁判の迅速化に関する法律案に対して、目的、当事者等の責務、最高裁判

所による検証に関する、佐藤剛男君外三名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、

公明党及び自由党の四党共同提案による修正案が提出され、趣旨説明を聴取し、討論、

採決の結果、裁判の迅速化に関する法律案は賛成多数をもって修正議決すべきものと決

し、民事訴訟法等の一部を改正する法律案は賛成多数をもって、人事訴訟法案は全会一

致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、裁判の迅速化に関する法律案及び民事訴訟法等の一部を改正する法律案に対し

それぞれ附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一五年五月九日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 

一 計画審理については、当事者との協議により、その納得の上で実施されるよう努め

るものとし、迅速な審理のために審理の適正、充実が損なわれることのないよう、そ

の趣旨並びに要件及び手続について周知徹底を図ること。 

二 訴えの提起前における証拠収集の処分等については、司法制度改革審議会意見書が

「訴えの提起前の時期を含め当事者が早期に証拠を収集するための手段を拡充すべき

である」と提言していることを受けて創設された制度であることの周知徹底を図るこ

と。 



三 専門委員制度の導入については、その趣旨及び手続について周知徹底し、実質的に

専門委員による裁判が行われるといった事態を招かないよう、専門委員の中立・公平

性の確保と専門委員が関与する際の手続の透明化の確保について配慮すること。とり

わけ、医療過誤事件への専門委員の関与については、特にこれらの確保に十分留意す

ること。 

四 本法による改正後の鑑定人に対する質問については、当事者による尋問を制約する

ものではないことを周知徹底すること。 

五 特許権等に関する訴えの専属管轄化については、専属管轄化に伴い地方在住者の裁

判を受ける権利が不当に害されることがないよう、電話会議システム及びテレビ会議

システムを利用した訴訟手続の制度並びに移送制度の趣旨の周知徹底を図ること。 

三、参議院法務委員長報告（平成一五年七月九日） 

○魚住裕一郎君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、法務委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、民事訴訟法等の一部を改正する法律案は、民事裁判の充実及び迅速化を図るた

め、計画審理の推進、訴えの提起前における証拠収集手続の拡充、専門委員制度の創設、

特許権等に関する訴えの専属管轄化、少額訴訟の訴額の上限の引上げ等の措置を講じよ

うとするものであります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、三法律案を一括して審査し、裁判の迅速化と当事者の正当な

権利保障との関係、最高裁判所による検証が裁判の独立に与える影響、専門委員の公平

性、中立性の確保、特許権等に関する訴えの専属管轄と知的財産権訴訟への体制強化、

家庭裁判所の充実強化のための具体策等について質疑が行われ、また、参考人から意見

を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の井上理事より、裁判の迅速化

に関する法律案及び民事訴訟法等の一部を改正する法律案に反対、人事訴訟法案に賛成

する旨の意見が述べられました。 

 続いて、順次採決の結果、裁判の迅速化に関する法律案及び民事訴訟法等の一部を改

正する法律案はいずれも多数をもって、人事訴訟法案は全会一致をもって原案どおり可

決すべきものと決定いたしました。 

 なお、三法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一五年七月八日） 

 政府及び最高裁判所は、両法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべき

である。 

一 審理の計画については、当事者との協議により、当事者双方が納得した上で実施さ



れるよう努めるとともに、適正な審理の計画を定めることにより迅速かつ充実した裁

判が行われるよう、その趣旨並びに要件及び手続について周知徹底を図ること。 

二 専門委員制度の導入については、専門委員の中立性・公平性の確保及び専門委員が

関与する場合の手続の透明性の確保について十分配慮するとともに、その趣旨及び手

続について周知徹底し、その適正な運用が図られるよう留意すること。 

三 民事訴訟法改正後の鑑定人に対する質問については、当事者の鑑定人に対する質問

権を制約するものではないことを周知徹底すること。 

四 特許権等に関する訴えの専属管轄化については、専属管轄化に伴い地方在住者の裁

判を受ける権利が不当に害されることがないよう十分配慮するとともに、今後知的財

産訴訟への体制強化等の状況を踏まえ、必要な場合には見直しを行うこと。 

五 人事訴訟における当事者等の尋問の公開停止については、憲法の裁判公開原則の例

外であることにかんがみ、適正な運用が図られるよう留意すること。 

六 離婚訴訟等における家庭裁判所調査官による調査結果については、透明性の確保及

び当事者の権利の保障のため、当事者に開示されることが原則であり、閲覧等を制限

することができる場合が限定されていることについて適正な運用が行われるよう、そ

の趣旨を周知徹底すること。 

七 人事訴訟の家庭裁判所への移管に伴い、その審理の充実に資するため、家庭裁判所

の裁判官及び職員の増員など、人的・物的体制の拡充を図るとともに、家庭裁判所に

移管する訴訟の範囲については、今後の法の運用の状況を見つつ、必要に応じ検討を

行うこと。 

 右決議する。 


